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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期
第３四半期
累計期間

第53期
第３四半期
累計期間

第52期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
４月１日
至平成24年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 50,687,87752,726,70766,601,022

経常利益（千円） 658,616 689,649 749,009

四半期（当期）純利益（千円） 255,556 367,561 283,656

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,305,7001,305,7001,305,700

発行済株式総数（株） 9,255,0009,255,0009,255,000

純資産額（千円） 10,307,66410,612,24310,374,332

総資産額（千円） 24,730,41225,555,39623,467,933

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
27.62 39.73 30.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 9.00 9.00 18.00

自己資本比率（％） 41.7 41.5 44.2

　

回次
第52期
第３四半期
会計期間

第53期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

自平成24年
10月１日
至平成24年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
12.94 17.61

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」

については、記載しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

　　　　　　おりません。　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）経営成績の分析

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要が一部の地域で見られましたが、

欧州の金融危機、米国の財政赤字や中国、インドの景気後退等により円高、株安で推移しました。安倍内閣が

12月に発足し経済再生、デフレ脱却、円高是正とする政策を打ち出してからは、市場は一転して円安、株高に移行

しました。一方、穀物類の国際相場は、依然として天候異変による不作から相場を押し上げ、食品の原材料費の

上昇を招いております。

　当社の主要取引先であります外食業界におきましては、消費者の節約志向により、内食化が更に進み、低価格化

とあいまって厳しい競争を余儀なくされました。

　このような経済環境の下、当社は長期的目標であります「いい会社を作ろう」を目指し、平成22年４月より、

３ヶ年中期経営計画「チャレンジ！！スマイルＯｎｅ」を実行しております。仕上げの３期目である当期は、

基本方針として「取組先との関係深化」「自己目標の必達」「明るい職場」を掲げ、全社を挙げて計画達成に

向けて取り組んでおります。

　営業政策としましては、平成24年５月から６月にかけて病院、介護施設等を対象に「やさしいメニューセミナー

＆提案会」を大阪、東京、京都で開催しました。また、８月から９月には全国15会場で秋季提案会を開催

しました。「減塩メニュー」や「プチリッチ　Ｆｉｒｓｔ　Ｍｅｎｕ　グランプリ」を企画し、出展メーカーと

来場のお客様、当社の社員が一体となった提案内容は、お客様に高い評価をいただき、メニューや新商品の採用に　

つながりました。更に各地区では延べ11会場にて業種・業態を絞った「ミニ提案会」を開催しお客様のお役に

立てるよう提案営業をしてまいりました。

　また、恒例の「第６回年末大感謝セール」を11月から12月末まで、主要メーカーの協力により実施し、お客様に

１年分の感謝の気持ちとして利益を還元いたしました。更に一般的になりつつあります「年明けうどん」の

メニュー提案とその採用に向けて取り組みました。

　当第３四半期累計期間において営業拠点の変更はございませんが、10月に長野営業所において、冷凍倉庫の

増設をいたしました。また、物流業務（倉庫内作業）の精度向上と効率化を図るべく大阪支店、阪南支店にて

「ボイスシステム（音声による入出庫作業と在庫管理システム）」を導入し全面的に運用を開始しました。

　営業拠点は、12月末現在、全国48事業所（11支店、33営業所、２物流センター、サンプラザ２店（業務用食品

スーパー））となりました。

　

　以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高527億26百万円（前年同期比4.0％増）、 

営業利益６億38百万円（前年同期比4.4％増）、経常利益６億89百万円（前年同期比4.7％増）、

四半期純利益３億67百万円（前年同期比43.8％増）と増収増益となりました。 

　なお、当社は食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

  

（2）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期末の総資産は、255億55百万円となり、前事業年度末と比較して20億87百万円の増加と

なりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が14億45百万円増加したこと、商品が10億52百万円増加したこと、

現金及び預金が１億29百万円増加したこと、未収入金が１億91百万円減少したこと及び有形固定資産が

２億22百万円減少したことによります。　

　

（負債）

　負債は149億43百万円となり、前事業年度末と比較して18億49百万円の増加となりました。

主な要因は、買掛金が24億61百万円増加したこと、未払法人税等が３億30百万円減少したこと及び賞与引当金が

２億35百万円減少したことによります。　

　

（純資産）　

　純資産は106億12百万円となり、前事業年度末と比較して２億37百万円の増加となりました。

主な要因は、繰越利益剰余金が２億１百万円増加したことによります。　　
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。

（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

・当社を取り巻く事業環境は、わが国経済の不透明感から厳しいものと予想されます。

特に、原発に起因する電力不足による生産性の低下、円安による燃料費、原材料費の値上げや個人消費の減退

からくる外食産業の競争激化など、極めて厳しい状況が続くと思われます。

・当社といたしましては、これらの状況を踏まえて、企業の安定成長を目指し、収益基盤の強化と優良顧客との

パートナーシップの確立と将来にわたり共存共栄できる幅広い顧客との信頼関係の確立を図ってまいります。

更に、全社を挙げて自社ブランド商品の売上拡大、「やさしいメニュー」として給食・病院・老人ホーム

分野への取組みに注力してまいります。

・通期の見通しにつきましては、引続き厳しい状況が続くと予想されますが、顧客と一緒に課題解決に立ち向う

とのスタンスに立ち、行動してまいります。

　

（6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

・当社の資金状況は手許流動性が手厚く、金融機関からの借入れを必要としておりません。

・今後とも、財務体質を強化しつつ内部留保資金をもって、経営基盤を強化し、積極的に労働環境と物流品質の

改善に投資していきたいと考えております。

　

（7）経営者の問題認識と今後の方針について

・当社の経営陣は、コーポレートガバナンスとコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を

全うすることを経営上の最重要課題の一つとして考えております。

・社会的責任を果たすべく、より一層の企業倫理の確立、法令遵守体制の整備に注力し、また、環境問題・食育

に取組み、「いい会社を作ろう」運動を推進してまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,800,000

計 22,800,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,255,000 9,255,000

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式

であり、権利内容に

何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

単元株式数100株

計 9,255,000 9,255,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
 発行済株式
 総数増減数
（株）

 発行済株式
 総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

 資本準備金
 増減額
（千円）

 資本準備金
 残高
（千円）

平成24年10月１日～　
平成24年12月31日　

－ 9,255,000 － 1,305,700 － 1,233,690

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

　

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 －　 － －

議決権制限株式（自己株式等） －　 － －

議決権制限株式（その他） －　 － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）

普通株式        3,500
－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式    9,243,200 92,432 同上

単元未満株式 普通株式        8,300 － －

発行済株式総数 9,255,000 － －

総株主の議決権 － 92,432 －

　

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

尾家産業株式会社

大阪市北区豊崎六丁目

11番27号
3,500 － 3,500  0.04

計 － 3,500 － 3,500 0.04

（注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は3,600株であります。　
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。　　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,375,900 4,505,752

受取手形及び売掛金 8,255,406 9,700,839

有価証券 103,000 －

商品 1,868,195 2,920,868

繰延税金資産 229,323 100,414

未収入金 873,962 682,056

その他 26,700 83,622

貸倒引当金 △18,993 △22,492

流動資産合計 15,713,495 17,971,061

固定資産

有形固定資産

建物 1,412,617 1,412,617

減価償却累計額及び減損損失累計額 △554,722 △588,215

建物（純額） 857,895 824,402

建物附属設備 2,601,324 2,594,603

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,638,838 △1,734,162

建物附属設備（純額） 962,486 860,441

構築物 139,618 139,618

減価償却累計額及び減損損失累計額 △96,594 △101,272

構築物（純額） 43,023 38,346

機械及び装置 184,422 184,422

減価償却累計額 △127,264 △136,304

機械及び装置（純額） 57,158 48,117

車両運搬具 171,773 171,573

減価償却累計額 △112,630 △137,199

車両運搬具（純額） 59,142 34,374

工具、器具及び備品 674,754 688,211

減価償却累計額及び減損損失累計額 △417,917 △468,781

工具、器具及び備品（純額） 256,837 219,429

土地 2,667,703 2,656,598

有形固定資産合計 4,904,246 4,681,709

無形固定資産

ソフトウエア 161,983 151,982

ソフトウエア仮勘定 2,216 9,815

電話加入権 26,614 26,614

施設利用権 552 476

無形固定資産合計 191,365 188,888
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 650,242 705,363

差入保証金 1,534,312 1,509,663

会員権 40,304 40,304

保険積立金 30,960 30,960

破産更生債権等 106,880 89,780

繰延税金資産 407,274 410,413

その他 2,165 15,224

貸倒引当金 △113,314 △87,973

投資その他の資産合計 2,658,825 2,713,737

固定資産合計 7,754,437 7,584,335

資産合計 23,467,933 25,555,396

負債の部

流動負債

買掛金 9,481,775 11,943,327

リース債務 141,613 143,640

未払金 176,038 55,348

未払費用 879,861 891,297

未払法人税等 330,686 －

賞与引当金 375,000 140,000

役員賞与引当金 17,500 －

資産除去債務 4,420 －

その他 18,110 107,848

流動負債合計 11,425,007 13,281,462

固定負債

リース債務 260,802 189,131

退職給付引当金 957,351 1,019,089

役員退職慰労引当金 241,287 234,718

資産除去債務 188,028 194,327

その他 21,124 24,424

固定負債合計 1,668,593 1,661,689

負債合計 13,093,600 14,943,152
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,305,700 1,305,700

資本剰余金 1,233,690 1,233,690

資本準備金 1,233,690 1,233,690

利益剰余金 7,719,066 7,920,101

利益準備金 154,131 154,131

その他利益剰余金 7,564,935 7,765,970

特別償却準備金 10,847 9,996

別途積立金 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金 2,954,087 3,155,973

自己株式 △2,775 △2,852

株主資本合計 10,255,681 10,456,639

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 118,651 155,604

評価・換算差額等合計 118,651 155,604

純資産合計 10,374,332 10,612,243

負債純資産合計 23,467,933 25,555,396
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 50,687,877 52,726,707

売上原価 42,419,875 44,118,856

商品期首たな卸高 1,841,064 1,868,195

当期商品仕入高 43,314,465 45,171,530

商品期末たな卸高 2,735,654 2,920,868

売上総利益 8,268,001 8,607,850

販売費及び一般管理費 7,656,348 7,969,479

営業利益 611,653 638,371

営業外収益

受取利息 8,935 6,442

有価証券利息 622 42

受取配当金 11,665 11,771

受取賃貸料 24,585 24,864

雑収入 15,947 16,872

営業外収益合計 61,756 59,994

営業外費用

支払利息 5,515 5,683

有価証券償還損 7,522 －

貸倒引当金繰入額 － 1,000

雑損失 1,756 2,032

営業外費用合計 14,794 8,716

経常利益 658,616 689,649

特別損失

固定資産除却損 393 3,985

投資有価証券売却損 14 －

投資有価証券評価損 23,204 －

減損損失 － 11,695

特別損失合計 23,613 15,680

税引前四半期純利益 635,002 673,969

法人税、住民税及び事業税 264,575 197,833

法人税等調整額 114,870 108,574

法人税等合計 379,446 306,407

四半期純利益 255,556 367,561
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、当第３四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、

次のとおりであります。　

　
前第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 292,656千円 303,197千円

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月19日

取締役会
普通株式 83,263 9 平成23年３月31日平成23年６月８日 利益剰余金

平成23年11月11日

取締役会
普通株式 83,263 9 平成23年９月30日平成23年12月19日利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月23日

取締役会
普通株式 83,263 9 平成24年３月31日平成24年６月７日 利益剰余金

平成24年11月９日

取締役会
普通株式 83,263 9 平成24年９月30日平24年12月14日利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

著しい変動はありません。

　

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 27.62円 39.73円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 255,556 367,561

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 255,556 367,561

普通株式の期中平均株式数（株） 9,251,497 9,251,433

　(注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成24年11月９日の取締役会において、第53期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　83,263千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　９円00銭

（ハ）基準日　　　　　　平成24年９月30日

（ニ）効力発生日　　　　平成24年12月14日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月８日

尾家産業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　一之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廣田　壽俊　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている尾家産業株式会

社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第53期事業年度の第３四半期会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、尾家産業株式会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

　

　（注１）上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が

別途保管しております。

　（注２）四半期財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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